
所得代替率（１）モデル世帯の留意点 
 

現役世代の⽣活⽔準と⽐べ、年⾦受給世代は公的年⾦によってどの程度の⽔準を維持で
きるのでしょうか。こうした観点から、年⾦の価値を評価する指標が「所得代替率」です。
「60％」という数値を⽿にされたことのある⽅も多いでしょう。それは所得代替率を指して
います。 

所得代替率という考え⽅そのものは有効であり世界共通です。もっとも、厚⽣労働省から
5 年に１度公表されている数値は（2024 年度は 61.2％）、わが国に固有の定義に基づいてお
り、とりわけ⽣活者の視点に⽴った場合、主に次の３点に留意が必要です。なお、定義は、
国⺠年⾦法附則（平成 16 年 6 ⽉ 11 ⽇法律第 104 号）第２条で規定されています。 

第１に、分⺟は１⼈分であるのに対し、分⼦は 2 ⼈分となっていることです。具体的に
は、分⺟は、現役男性の平均的な可処分所得 37 万円とされています（図表）。他⽅、分⼦の
年⾦額は第２号被保険者の夫の基礎年⾦ 6.7 万円と報酬⽐例年⾦ 9.2 万円、および、第３号
被保険者の妻の基礎年⾦ 6.7 万円の計 22.6 万円とされています。こうした世帯はモデル世
帯と呼ばれています1。したがって、単⾝世帯、夫婦共働き世帯、および、基礎年⾦のみの
受給者にはこの定義はあてはまりません。 

 
第２に、分⺟は可処分所得すなわち税と社会保険料控除後（ネット）であるのに対し、

分⼦は税と社会保険料控除前（グロス）となっていることです。分⺟について、厚労省は
税と社会保険料控除前の収⼊が⽉ 45.5 万円であるとしたうえで、そこから税と社会保険料
8.5 万円を差し引いて前掲の可処分所得 37 万円を求めています。 

年⾦受給者も、税と社会保険料の負担がない訳ではもちろんありません。例えば、年⾦
収⼊ 191 万円（（6.7 万円＋9.2 万円）×12 か⽉）の場合、⽉ 1.6 万円程度の税と社会保険
料負担があります2。特に介護保険料の近年の上昇は顕著であり、負担感は重くなっていま
す。よって、所得代替率の計算においても、分⺟と分⼦で税と社会保険料の扱いについ

                                                       
1 厚⽣労働省 HP の⽤語集に「モデル年⾦」の定義が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/glossary/index.html 
2 東京都のある地⽅⾃治体を例に 2025 年度の料率で試算しています。 
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（資料）厚⽣労働省「将来の公的年⾦の財政⾒通し（財政検証）」。2024年度
（注）37万円＝45.5万円（現役男性の平均的な標準報酬額）×0.813
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（図表）モデル世帯の所得代替率
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て、つじつまを合わせるべきでしょう。 
第３に、厚⽣年⾦保険の全加⼊者 4,700 万⼈の内訳は、男性約 2,800 万⼈、⼥性約

1,900 万⼈となっていますが、所得代替率の分⺟の可処分所得は男性のみの平均値が⽤い
られていることです。なお、現役⼥性の平均的な標準報酬額は 31.7 万円と男性の７割程度
にとどまっています3。 

このように、わが国固有の定義に基づき計算されている所得代替率は、年⾦財政の健全
性を時系列で測る物差しとしては意味があります。定義を変えてしまったのでは、物差し
として機能しなくなります。もっとも、1 ⼈ひとりの⽣活者の視点に⽴つと、これまで述
べたように⼗分な留意が必要です。 

 

                                                       
3 厚⽣労働省「公的年⾦財政状況報告−令和 5(2023)年度−」図表２−１−8、図表 2−1
−10。https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001490255.pdf 


